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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
小
学
校
休
業
等
対
応
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
対
象
期
間
の
延
長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
小
学
校
休
業
等
対
応
コ
ー
ス
助
成
金
に
つ
い
て
、
支
給
の
対
象
と
な
る
有
給
休
暇
の
期
限

を
令
和
四
年
六
月
三
十
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
に
変
更
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

育
児
休
業
等
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
の
う
ち
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
七

月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
対
象
有
給
休
暇
に
関
し
て
は
、
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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